
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

七

六

号

緊
急
事
態
に
対
す
る
現
行
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

近

藤

三

津

枝
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緊
急
事
態
に
対
す
る
現
行
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

去
る
十
一
月
二
日
に
提
出
し
た
「
緊
急
事
態
に
対
す
る
現
行
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、
私
は
、
東

日
本
大
震
災
の
よ
う
な
大
災
害
が
国
政
選
挙
の
公
示
日
の
直
前
に
発
生
し
た
場
合
、
「
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
」
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
政
選
挙

の
選
挙
期
日
を
延
期
す
る
と
と
も
に
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
、
日
本
国
憲
法
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
る
か
否
か
を

問
う
た
。

こ
れ
に
対
し
、
政
府
か
ら
は
、
「
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
）
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
「
国
政
選
挙
の
選
挙
期
日
を
延

期
す
る
と
と
も
に
、
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
」
は
、
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
」
と
い
う
旨
の
答
弁
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
答
弁
を
踏
ま
え
、
次
の
点
を
質
問
す
る
。

一

東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
大
災
害
が
国
政
選
挙
の
公
示
日
の
直
前
に
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
国
政
選
挙
の
選
挙
期

日
を
延
期
す
る
と
と
も
に
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
大
災
害
の
発
生
と
い
う
不
可
抗
力
に

一



よ
っ
て
、
被
災
地
で
は
実
際
上
選
挙
が
行
わ
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
被
災
地
の
住
民
に
と
っ
て
は
実
質

上
参
政
権
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
ま
た
、
憲
法
前
文
で
は
、
「
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
」
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
国
民
主
権
や
、
憲
法
第

十
四
条
の
法
の
下
の
平
等
と
い
う
憲
法
の
根
本
の
原
理
が
侵
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の

は
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

二

一
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
現
行
憲
法
の
下
で
も
、
大
災
害
が
発
生
し
た
場
合
等
の
非
常
時
に
お
い
て

は
、
必
要
最
低
限
の
範
囲
で
、
国
政
選
挙
の
選
挙
期
日
を
延
期
す
る
と
と
も
に
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
も
、
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


